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請求人 富士通フロンテック株式会社
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　特願２０１３－２０５６５７「投票システム」拒絶査定不服審判事件〔平
成２７年　４月１３日出願公開，特開２０１５－　６９５８９，請求項の数
（３）〕について，次のとおり審決する。

結　論
　原査定を取り消す。
　本願の発明は，特許すべきものとする。

理　由
第１　手続の経緯
　
　本願は，平成２５年９月３０日の出願であって，平成２８年４月１９日付
けで拒絶理由通知がなされ，同年６月２２日付けで手続補正がなされたが，
同年１１月１日付けで拒絶査定（原査定）がなされ，これに対し，平成２９
年１月３０日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなさ
れたものである。
　
第２　原査定の概要
　
　原査定（平成２８年１１月１日付け拒絶査定）の概要は次のとおりであ
る。
　
　請求項１－４に係る発明は，引用文献１－２に記載された発明及び引用文
献３－６に記載された周知技術に基づいて，当業者であれば容易になし得た
ものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることがで
きない。
　
　　　　　　　　　　　　　＜引用文献等一覧＞
１．特開２００９－２３７６８２号公報
２．特開２００３－７７０２３号公報
３．特開２００９－７０２６７号公報
４．特開２０１１－１５４６１５号公報
５．特開２００４－６４６５６号公報
６．特開２００３－１２３１４７号公報
　
第３　本願発明
　
　本願請求項１－３に係る発明（以下，それぞれ「本願発明１」－「本願発
明３」という。）は，平成２９年１月３０日の手続補正で補正された特許請
求の範囲の請求項１－３に記載された事項により特定される以下の発明であ



る。
　　
「　【請求項１】
　投票者を識別する識別情報と，前記投票者の投票内容を表す投票情報とを
含む情報を示す識別コードを表示する携帯端末と，
　前記識別情報及び前記投票情報を格納する投票受付情報格納部と，前記携
帯端末に表示されている前記識別コードを読み取るコード読取部と，読み
取った前記識別コードに基づき前記識別情報及び前記投票情報を取得して，
前記投票受付情報格納部に格納させる投票情報取得部と，前記識別情報及び
前記投票情報を送信する投票情報送信部と，前記投票情報に基づく投票券の
発券実行通知を受信すると前記投票受付情報格納部に格納されている前記投
票情報に基づき前記投票券を発券する発券部とを有する投票装置と，
　前記投票装置から送信された前記識別情報及び前記投票情報を受け付ける
投票情報受付部と，受け付けた前記識別情報ごとに前記投票情報を格納する
投票情報格納部と，前記投票情報格納部に前記投票情報が格納されると前記
投票券を発券させる前記発券実行通知を前記投票装置に送信する発券実行部
と，前記投票情報格納部が格納する前記投票情報に基づき投票金額に応じた
ポイント数を算出し，前記投票情報格納部に前記識別情報ごとに前記ポイン
ト数を格納させる金額ポイント算出部とを有する投票管理サーバと，
　前記携帯端末から前記投票者の個人情報を受け付ける個人情報受付部と，
受け付けた前記個人情報に前記識別情報を対応付けて格納する個人情報格納
部と，前記識別情報を前記携帯端末に発行する識別情報発行部とを有する識
別情報管理サーバと，
　を備えることを特徴とする投票システム。
　　【請求項２】
　前記識別情報管理サーバは，前記投票管理サーバから前記識別情報に対応
する前記個人情報の送信要求を受信すると，前記個人情報格納部を参照し
て，前記送信要求があった前記識別情報に対応する前記個人情報を前記投票
管理サーバに送信する個人情報通知処理部を有し，
　前記投票管理サーバは，前記送信要求を前記識別情報管理サーバに送信
し，前記識別情報管理サーバから，前記送信要求を行った前記識別情報に対
応する前記個人情報を受信すると，前記投票情報格納部に前記個人情報を格
納させる個人情報追加処理部を有する，
　ことを特徴とする請求項１記載の投票システム。
　　【請求項３】
　前記識別コードは，一次元コードまたは二次元コードであることを特徴と
する請求項１または２に記載の投票システム。」
　
第４　引用文献，引用発明等
　
１．引用文献１について
　
　原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献１（特開
２００９－２３７６８２号公報）には，図面とともに次の事項が記載されて
いる（下線は，当審において付与した。）。
　　
ア．「【０００７】
　図１は実施例１の投票処理システムを示すブロック図である。
　なお，本実施例においては勝馬投票券の代わりに，顧客の携帯電話に勝馬
投票券の馬券情報を示す２次元バーコード（識別情報）を格納する場合を例
に説明する。」
　
イ．「【０００８】
　・・・（中略）・・・
　２は発券端末（投票処理端末）であり，競馬場や場外馬券売り場等の投票
場に設置されて勝馬投票券を発券する他，的中した勝馬投票券を挿入させる



ことによって，その勝馬投票券の配当金の払戻しを行う機能を有し，通信部
１０によって専用回線等の通信回線を介して決済サーバ２０（上位装置）と
通信可能に接続する。
【０００９】
　・・・（中略）・・・
　４は読取部であり，２次元バーコードを読取るための読取面を備え，読取
面に向かってかざされた２次元バーコードをイメージデータとして読取る機
能を有する。」
　
ウ．「【００１８】
　携帯電話１は，入力された馬券情報と上記アプリケーションを取得した際
に受信したダウンロード番号，携帯識別番号を含んだ２次元バーコードを作
成して，その２次元バーコードにスクランブルをかけ，その２次元バーコー
ドと入力されたパスワードとを関連づけて記憶する。
　Ｓ１，発券端末２の端末制御部５は，顧客がタッチパネルで携帯電話１を
用いた２次元バーコードで勝馬投票券を購入するための入力操作を行うと，
携帯電話１の画面に２次元バーコードを表示するように促す画面と共に，そ
の２次元バーコードを読取部４に向けてかざすように促す旨の案内，２次元
バーコードにかけられているスクランブルを解除するためのパスワードの入
力を促す画面，パスワード入力欄，入力のためのテンキー等を配したバー
コード入力画面を表示操作部３に表示する。
【００１９】
　Ｓ２，顧客がバーコード入力画面に従って２次元バーコードを読取部４に
かざし，さらにパスワードを入力すると，端末制御部５は，入力されたパス
ワードを端末記憶部６に記憶すると共に，読取部４によって２次元バーコー
ドのイメージデータを読取って，その２次元バーコードのイメージデータを
端末記憶部６に記憶する。
　Ｓ３，端末制御部５は，端末記憶部６から２次元バーコードのイメージ
データとパスワードを読み出し，読み出した２次元バーコードのイメージ
データとパスワードとを付した携帯馬券購入情報を決済サーバ２０に送信す
る。
【００２０】
　Ｓ４，決済サーバ２０は，項番を採番し，図示しない時計機能によって現
在日時を認識しておき，受信した携帯馬券購入情報に付与されたパスワード
をもとに受信した２次元バーコードのイメージデータにかけられたスクラン
ブルを解除し，２次元バーコードのイメージデータから馬券情報とダウン
ロード番号，携帯識別番号を認識して取得すると共に，その馬券情報，ダウ
ンロード番号，携帯識別番号，さらに項番と現在日時等の各種情報を関連づ
けるようにしてデータベース２２に格納する。
【００２１】
　その際に，決済サーバ２０はダウンロード番号をもとに投票アプリ番号
を，携帯識別番号をもとに購入管理親番号を，馬券情報の各投票番号の投票
金額をもとに購入金額を定めて，それらをデータベース２２に格納してい
る。
　Ｓ５，決済サーバ２０は，データベース２２に格納した購入金額を付した
金額確定電文を発券端末２に送信する。
【００２２】
　Ｓ６，端末制御部５は，受信した購入金額を表示して顧客に現金を投入す
るように促す旨の支払い画面を表示操作部３に表示し，顧客によって表示し
た購入金額分の現金が投入されると，支払済み通知を決済サーバ２０に送信
する。
　これによって，決済サーバ２０は，当該顧客の勝馬投票券の購入処理が完
了したことを認識し，購入処理が完了したことをデータベース２２に記憶す
る。」
　
エ．「【００２４】
　顧客は発券端末２にて配当金の受け取りのための入力操作を行う。



　Ｓ７，発券端末２の端末制御部５は，読取部４に向かって携帯電話１に表
示されている２次元バーコードをかざすように促す画面とパスワードの入力
を促す文言，パスワード入力欄，入力のためのテンキー等を配した配当金支
払用画面を表示操作部３に表示する。
　顧客は配当金支払用画面に従って，上記ステップＳ１で携帯電話１に表示
した２次元バーコードと同一の２次元バーコードを携帯電話１に表示させ，
その２次元バーコードを読取部４にかざすと共にパスワードの入力を行う。
なお，この時入力するパスワードは２次元バーコードのスクランブルを解除
するためのパスワードである。
【００２５】
　Ｓ８，端末制御部５は，読取部４によって携帯電話１の表示画面に表示さ
れた２次元バーコードのイメージデータを読取り，顧客によって入力された
パスワードと読取った２次元バーコードのイメージデータとを付した払戻し
確認依頼を決済サーバ２０に送信する。
　Ｓ９，決済サーバ２０は，受信したパスワードをもとに受信した２次元
バーコードのイメージデータにかけられているスクランブルを解除し，その
２次元バーコードのイメージデータから各種情報（馬券情報，ダウンロード
番号，携帯識別番号）を認識して取得する。
【００２６】
　Ｓ１０，決済サーバ２０は，取得した馬券情報とダウンロード番号，携帯
識別番号，パスワードをもとにデータベース２２に格納している登録顧客
データとの照合を行う。
　この時の照合においては，例えば認識したダウンロード番号による投票ア
プリ番号によってデータベース２２を検索し，該当する登録顧客データを読
み出し，読み出した登録顧客データの馬券情報と認識した馬券情報の照合
と，登録顧客データのパスワードと認識したパスワードの照合をそれぞれ行
うことで登録顧客データの照合を行う。
【００２７】
　Ｓ１１，決済サーバ２０は，照合の際にデータベース２２から読み出した
当該顧客の登録顧客データの投票データから的中した投票番号とその投票金
額を認識し，その投票番号と投票金額に応じた払戻し額を，格納している配
当金の情報から算出し，算出した払戻し額を発券端末２に送信する。
　また決済サーバ２０は，当該顧客の登録顧客データの受取状態を受取済み
としてデータベース２２の内容を更新するようにする。
【００２８】
　Ｓ１２，端末制御部５は，受信した払戻し額に従って顧客に対して現金の
払戻しを行って払戻し処理を終了する。
　以上説明したように，本実施例では，発券端末は顧客の携帯電話に表示さ
れた馬券情報を示す２次元バーコードのイメージデータを読取って決済サー
バに送信することで，決済サーバのデータベースに馬券情報の内容を格納さ
せておき，レース結果が確定し当該顧客が的中していた場合に，発券端末は
当該顧客の携帯電話から２次元バーコードのイメージデータを再度読取って
それを決済サーバに送信し，決済サーバは受信した２次元バーコードの馬券
情報と一致する馬券情報をデータベースに格納していることを確認して，的
中した内容に応じた払戻し額を発券端末に送信し，発券端末は顧客に払戻し
を行うため，紙媒体を利用することが無くなり資源の無駄を減らすことがで
きる。」
　
　前記ア．～エ．によれば，引用文献１には，次の発明（以下，「引用文献
１発明」という。）が記載されている。
　
＜引用文献１発明＞
「勝馬投票券の代わりに，顧客の携帯電話に勝馬投票券の馬券情報を示す２
次元バーコードを格納する投票処理システムであって（【０００７】），
　携帯電話１は，入力された馬券情報と，アプリケーションを取得した際に
受信したダウンロード番号と，携帯識別番号を含んだ２次元バーコードを作
成し（【００１８】），



　発券端末２は，投票場に設置されて勝馬投票券を発券する他，的中した勝
馬投票券を挿入させることによって，その勝馬投票券の配当金の払戻しを行
う機能を有し（【０００８】），顧客が携帯電話１を用いた２次元バーコー
ドで勝馬投票券を購入するための入力操作を行うと，携帯電話１の画面に２
次元バーコードを表示するように促す画面と共に，その２次元バーコードを
読取部４に向けてかざすように促す旨の案内を配したバーコード入力画面を
表示操作部３に表示し（Ｓ１，【００１８】），
　発券端末２は，読取部４にかざされた２次元バーコードのイメージデータ
を読取り，その２次元バーコードのイメージデータを端末記憶部６に記憶し
（Ｓ２，【００１９】），
　発券端末２は，２次元バーコードのイメージデータを付した携帯馬券購入
情報を決済サーバ２０に送信し（Ｓ３，【００１９】），
　決済サーバ２０は，受信した２次元バーコードのイメージデータから馬券
情報とダウンロード番号，携帯識別番号を認識して取得すると共に，その馬
券情報，ダウンロード番号，携帯識別番号を関連づけるようにしてデータ
ベース２２に格納し（Ｓ４，【００２０】），
　決済サーバ２０は，購入金額を付した金額確定電文を発券端末２に送信し
（Ｓ５，【００２１】），
　発券端末２は，受信した購入金額を表示して顧客に現金を投入するように
促す旨の支払い画面を表示操作部３に表示し，顧客によって表示した購入金
額分の現金が投入されると，支払済み通知を決済サーバ２０に送信し
（Ｓ６，【００２２】），
　発券端末２は，配当金の受け取りのための入力操作が行われると，読取部
４に向かって携帯電話１に表示されている２次元バーコードをかざすように
促す配当金支払用画面を表示操作部３に表示し，当該２次元バーコードは，
勝馬投票券を購入する際に表示した２次元バーコードと同一であり（Ｓ７，
【００２４】），
　発券端末２は，読取部４によって携帯電話１の表示画面に表示された２次
元バーコードのイメージデータを読取り，読取った２次元バーコードのイ
メージデータを付した払戻し確認依頼を決済サーバ２０に送信し（Ｓ８，
【００２５】），
　決済サーバ２０は，受信した２次元バーコードのイメージデータから馬券
情報，ダウンロード番号，携帯識別番号を認識して取得し（Ｓ９，
【００２５】），
　決済サーバ２０は，取得した馬券情報とダウンロード番号，携帯識別番号
をデータベース２２に格納している登録顧客データと照合し（Ｓ１０，
【００２６】），
　決済サーバ２０は，照合の際にデータベース２２から読み出した当該顧客
の投票データから的中した投票番号とその投票金額を認識し，その投票番号
と投票金額に応じた払戻し額を，格納している配当金の情報から算出し，算
出した払戻し額を発券端末２に送信し（Ｓ１１，【００２７】），
　発券端末２は，受信した払戻し額に従って顧客に対して現金の払戻しを行
い（Ｓ１２，【００２８】），顧客に払戻しを行うために紙媒体を利用する
ことが無く，資源の無駄を減らすことができる（【００２８】），
　投票処理システム。」
　
２．引用文献２について
　
　原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献２（特開
２００３－７７０２３号公報）には，図面とともに次の事項が記載されてい
る（下線は，当審において付与した。）。
　
ア．「【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は公営競技等における投票システムに関す
る。」
　
イ．「【００２１】ファンは携帯電話３にダウンロードした投票用テンプ



レートを使い，携帯電話３の表示画面において投票内容を記入する（図２
の）。ファンは，投票内容の記入を終えると携帯電話３の表示画面において
それをバーコードに変換し，携帯電話３が元々に持っている機能を使って携
帯電話３内に記憶させる（図２の）。投票内容のバーコードへの変換には，
バーコード変換ソフトウェアが内蔵するバーコードデータを使用する。
【００２２】ファンは，競走場や競走場外に設けられた投票所に出向いて，
携帯電話３に記憶されているバーコードを表示させ，そこに設置されている
自動投票券発売機２のバーコード読み取り装置に対して，携帯電話３の表示
画面のバーコードを照らす（図２の）。自動投票券発売機２はバーコードを
読み取り，投票金額を計算して表示する（図２の）。
【００２３】ファンは投票金額分のお金を自動投票券発売機２に投入する
（図２の）。自動投票券発売機２は，投入された金の額を計算し，上記の投
票金額と一致していれば投票券を発行する（図２の）。ファンは自動投票券
発売機２から投票券を受け取る。」
　
　前記ア．イ．によれば，引用文献２には，次の発明（以下，「引用文献２
発明という。）が記載されている。
　
＜引用文献２発明＞
「公営競技等における投票システムであって（【０００１】），
　携帯電話３は，表示画面において投票内容が記入され（【００２１】），
　携帯電話３は，記入された投票内容をバーコードに変換し，携帯電話３内
に記憶し（【００２１】），
　携帯電話３は，記憶されているバーコードを表示して，自動投票券発売機
２のバーコード読み取り装置に対してバーコードを照らし
（【００２２】），
　自動投票券発売機２は，バーコードを読み取り，投票金額を計算して表示
し（【００２２】），
　自動投票券発売機２は，投入された金額が投票金額と一致していれば投票
券を発行する（【００２３】），
　投票システム。」
　
３．引用文献３について
　
　原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献３（特開
２００９－７０２６７号公報）には，図面とともに次の事項が記載されてい
る（下線は，当審において付与した。）。
　
ア．「【０００１】
　本発明は，公営競技のように直線コースまたは周回コースを移動して着順
を競う競技に参加する選手または選手が乗る馬，自転車，オートバイまたは
ボート等の乗物の着順を当てる投票券にポイントを付与する投票ポイントシ
ステム，投票ポイント算出方法およびそのためのプログラムに関する。」
　
イ．「【００２２】
　以下，本発明を競馬場に設置された投票ポイントシステムの実施形態を例
に挙げて詳細に説明する。
・・・（中略）・・・
【００２７】
　自動発払機１２１，１２２，…，１２ｎは，競馬場の適切な場所に多数設
置された投票券の購入装置であり，発券ユニットとマークシートユニットを
有し，発券ユニットに会員カードを挿入し，現金を挿入し，マークシートユ
ニットにマークシートを挿入することでレース毎の投票券の購入手続を実行
すると投票券が発行され，当該レースの結果が確定した後に購入した投票券
の金額に応じたポイント値が会員カードの現在のポイント値に加算される。
ここで，マークシートとはレース毎の各種投票券を購入する際に，例えば第



９レースの連勝複式馬券１０００円を記入するマークシートである。
【００２８】
　投票ポイントシステム１は会員管理システム１５を備えており，会員管理
システム１５は投票ポイントサーバ（現用）１１および投票ポイントサーバ
（予備用）１２にそれぞれ接続されている。会員管理システム１５内の会員
情報記憶部（不図示）には，会員の有効期限や会員を特定する情報と該会員
が購入した投票券の情報と該会員の現在のポイントの累積値の情報が格納さ
れている。」
　
　前記ア．イ．によれば，引用文献３には，次の事項が記載されている。
　
＜引用文献３の記載事項＞
「　公営競技の着順を当てる投票券にポイントを付与する投票ポイントシス
テムであって（【０００１】），
　自動発払機１２１，１２２，…，１２ｎは，競馬場の適切な場所に多数設
置された投票券の購入装置であり，発券ユニットとマークシートユニットを
有し，発券ユニットに会員カードを挿入し，現金を挿入し，マークシートユ
ニットにマークシートを挿入することでレース毎の投票券の購入手続を実行
すると投票券が発行され，当該レースの結果が確定した後に購入した投票券
の金額に応じたポイント値を会員カードの現在のポイント値に加算し
（【００２７】），
　会員管理システム１５は，会員管理システム１５内の会員情報記憶部に，
会員の有効期限や会員を特定する情報と該会員が購入した投票券の情報と該
会員の現在のポイントの累積値の情報を格納する（【００２８】），
　投票ポイントシステム。」
　
４．引用文献４について
　
　原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献４（特開
２０１１－１５４６１５号公報）には，図面とともに次の事項が記載されて
いる（下線は，当審において付与した。）。
　
ア．「【００１０】
　本発明に係るＩＤ管理システムを実施するための形態を実施例に基づいて
以下に説明する。
【実施例】
【００１１】
　実施例に係るＩＤ管理システムにつき，図１から図４を参照して説明す
る。図１の符号１は，本発明の適用されたＩＤ管理システムを示すシステム
ブロック図である。このＩＤ管理システム１は，学校２に所属する学生に対
して発行される学生証３（記録媒体）と，店舗４で会員に対して発行される
ポイントカード５（記録媒体）と，学生証３及びポイントカード５を利用す
る利用者の携帯電話６と，学生証３とポイントカード５と携帯電話６の情報
を対応付けて管理する管理サーバ７と，学校２及び店舗４に設置され，後述
する学生ＩＤ等を読み取るカードリーダ（図示略）を備えるカードリーダ端
末機８，９と，から主に構成されている。」
　
イ．「【００２２】
　図２に示すように，管理サーバ７に記憶されるＩＤ管理テーブルには，各
利用者を個々に識別可能な管理ＩＤに対応付けて，利用者が利用する携帯電
話６の携帯ＩＤ，ＳＩＭカード３１のＳＩＭカードＩＤ，利用者が任意に設
定するメールアドレス（利用者識別情報）とパスワード（利用者識別情
報），学生証３の学生ＩＤ，学校２の出席回数，ポイントカード５の会員
ＩＤ，購入金額に応じて付与されるポイント残高等の情報が記憶されるよう
になっている。」
　



ウ．「【００５１】
　図５に示すように，利用者が店舗４で商品を購入した際には，店舗４に設
置されたカードリーダ端末機９で予め店員が数字ボタン２０を操作して利用
者のポイントカードに付与するポイント数や購入金額等を入力をする（付与
ポイント受付）。そして，データ受付状態となったカードリーダ端末機９に
利用者が携帯電話６をかざす（近接させる）と，カードリーダ端末機９の
カードリーダ（図示略）が携帯ＩＤ及びＳＩＭカードＩＤを読み取り，携帯
ＩＤ及びＳＩＭカードＩＤとポイント数を管理サーバ７に送信する。
【００５２】
　管理サーバ７は，携帯ＩＤ及びＳＩＭカードＩＤを基にＩＤ管理テーブル
を検索し，携帯ＩＤ及びＳＩＭカードＩＤが登録されているレコードが存在
するか否かを判定する。ＩＤ管理テーブルに携帯ＩＤ及びＳＩＭカードＩＤ
が存在する場合には，携帯ＩＤ及びＳＩＭカードＩＤと対応付けられた会員
ＩＤのポイント残高に，店員が入力したポイントを加算する処理を行う。」
　
　前記ア．～ウ．によれば，引用文献４には，次の事項が記載されている。
　
＜引用文献４の記載事項＞
「店舗４で会員に対して発行されるポイントカード５と，ポイントカード５
を利用する利用者の携帯電話６と，管理サーバ７と，店舗４に設置される
カードリーダ端末機８，９とを備え（【００１１】），
　管理サーバ７に記憶されるＩＤ管理テーブルには，各利用者を個々に識別
可能な管理ＩＤに対応付けて，利用者が利用する携帯電話６の携帯
ＩＤ，ＳＩＭカード３１のＳＩＭカードＩＤ，ポイントカード５の会員
ＩＤ，購入金額に応じて付与されるポイント残高の情報が記憶され
（【００２２】），
　カードリーダ端末機９は，利用者が店舗４で商品を購入した際に，店員に
よって利用者のポイントカードに付与するポイント数や購入金額が入力さ
れ，データ受付状態で利用者が携帯電話６をかざすと，携帯ＩＤ及びＳＩＭ
カードＩＤを読み取り，携帯ＩＤ及びＳＩＭカードＩＤとポイント数を管理
サーバ７に送信し（【００５１】），
　管理サーバ７は，受信した携帯ＩＤ及びＳＩＭカードＩＤと対応付けられ
た会員ＩＤのポイント残高に，店員が入力したポイントを加算する処理を行
う（【００５２】），
　ＩＤ管理システム（【００１０】）。」
　
５．引用文献５について
　
　原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献５（特開
２００４－６４６５６号公報）には，図面とともに次の事項が記載されてい
る（下線は，当審において付与した。）。
　
ア．「【００１７】
また，サーバ３は，携帯電話装置１から送信された顧客情報を顧客情報登録
手段６から受け取り，この顧客情報を二次元バーコード化して，携帯電話装
置１に提供する二次元バーコード発行手段７を備える。なお，二次元バー
コード発行手段７により二次元バーコード化する顧客情報は，氏名，年齢，
性別，郵便番号等のうちの一部または全部とすることができる。」
　
イ．「【００２５】
利用者は，この携帯電話装置１上へ取得した二次元バーコードを登録するた
めに，携帯電話装置１を操作して図３（ｋ）に示すように「画面メモ」機能
を呼び出し，図３（ｊ）に示す画面に表示された内容を携帯電話装置１へ保
存する。利用者は，この二次元バーコードを利用する際には，同様に「画面
メモ」機能を呼び出して，図３（ｌ）に示すように二次元バーコードを携帯
電話装置１の画面上へ表示させることができる。」



　
ウ．「【００２９】
・・・（中略）・・・これにより，通常の一次元バーコードには含められな
い程度の情報量を有する顧客情報であっても携帯電話装置自体に登録して，
この携帯電話装置を従来のポイントカードや会員カード等に代わるものとし
て飲食店や販売店などの店舗で利用することが可能となる。」
　
　前記ア．～ウ．によれば，引用文献５には，次の事項が記載されている。
　
＜引用文献５の記載事項＞
「氏名，年齢，性別，郵便番号のうちの一部または全部を含む二次元バー
コードを画面上に表示し，ポイントカードに代わるものとして利用すること
が可能な携帯電話装置。」
　
６．引用文献６
　
　原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献６（特開
２００３－１２３１４７号公報）には，図面とともに次の事項が記載されて
いる（下線は，当審において付与した。）。
　
ア．「【０００１】
【発明が属する技術分野】本発明は，商品の売上に応じたポイントを累積す
るポイントシステムおよび記録媒体に関するものである。」
　
イ．「【００１２】図１は，本発明のシステム構成図を示す。図１におい
て，携帯端末１は，無線あるいは有線でポイントセンタ５あるいはＰＯＳ２
に接続し，売上に応じたポイントを累積させたりなどするものであって，こ
こでは，ポイント要求手段１１などから構成されるものである。」
　
ウ．「【００１４】ＰＯＳ２は，顧客が陳列棚からもってきた商品のバー
コードを読み取って顧客に料金を請求し，顧客が支払ったときにレシートを
印刷して渡したりなどすると共に，売上データをＰＯＳセンタ４に送信した
りなどするものである。」
　
エ．「【００１６】ＰＯＳセンタ４は，ＰＯＳ２から通知された売上データ
を一括管理するものであって，売上管理手段４１，売上テーブル４２などか
ら構成されるものである。
　
オ．「【００１８】ポイントセンタ５は，顧客のポイントを累積して管理す
るものであって，ここでは，本人確認手段５１，ポイント加算手段５２，問
い合わせ手段５３，認証テーブル５４，ポイントテーブル５５などから構成
されるものである。」
　
カ．「【００２５】Ｓ５は，レシートを出力する。Ｓ６は，携帯電話で
ＨＰ（ホームページ）を開く。これは，Ｓ５でレシートを受け取った顧客
が，持っている携帯電話（携帯端末１）でホームページにアクセスしてダウ
ンロードすると共に，顧客ＩＤおよびパスワードを自動あるいは手動で送信
して認証を行う。これにより，図１のポイントセンタ５のホームページに認
証して該当ページを当該携帯電話の画面上に表示できたこととなる。
【００２６】Ｓ７は，レシートの伝票Ｎｏ，日付，金額などを入力する。こ
れは，Ｓ６で表示した図１のポイントセンタ５の該当ページ上で，Ｓ５で受
け取ったレシートの伝票Ｎｏ，日付，金額などを入力（スキャナで読み取っ
て入力，搭載のデジカメでレシートを撮影して入力，あるいは手動で入力）
する。
【００２７】Ｓ８は，登録指示する。Ｓ９は，集計する。Ｓ１０は，日次
で，ＰＯＳセンタに問い合わせする。



【００２８】Ｓ１１は，ＰＯＳセンタで売上確認して，ポイント累積の可否
を通知する。これらＳ６からＳ１１は，ポイントセンタ５で集計した伝票
Ｎｏ，日時，金額などを日単位にまとめてＰＯＳセンタ４に問い合わ
せ，ＰＯＳセンタ４で当該伝票Ｎｏ，日時について売上テーブル４２に登録
されているか検索し，登録されているときにポイント累積可をポイントセン
タ５に通知する。
【００２９】Ｓ１２は，ポイントセンタでポイントを加算して累積する。例
えば後述する図３の（ｂ）のポイントテーブル５５に顧客毎にポイント累計
を計算して設定する。
【００３０】Ｓ１３は，メールにて，顧客へ通知する。これは，Ｓ１２でポ
イント加算した顧客に，ポイント加算した旨とポイント累計などを電子メー
ルで送信する。以上によって，顧客が商品をレジカウンタに持参して
ＰＯＳ２で精算してレシートを受け取り，当該レシートの伝票番号，日付な
どを携帯電話（携帯端末１）でポイントセンタ５に送信し，ポイントセンタ
５でＰＯＳセンタ４に確認して売上テーブル４２に登録されていたときに当
該顧客のポイントに累積し，電子メールで累積したポイントを通知すること
が可能となる。」
　
　前記ア．～カ．によれば，引用文献６には，次の事項が記載されている。
　
＜引用文献６の記載事項＞
「商品の売上に応じたポイントを累積するポイントシステムであって
（【０００１】），
　ＰＯＳ２は，商品のバーコードを読み取って顧客に料金を請求し，顧客が
支払ったときにレシートを印刷すると共に，売上データをＰＯＳセンタ４に
送信し（【００１４】），
　ＰＯＳセンタ４は，ＰＯＳ２から通知された売上データを一括管理し
（【００１６】），
　ポイントセンタ５は，顧客のポイントを累積して管理し
（【００１８】），
　レシートを受け取った顧客は，携帯電話でポイントセンタ５のホームペー
ジにアクセスして，顧客ＩＤおよびパスワードを送信して認証を行い
（【００２５】），該当ページ上でレシートの伝票Ｎｏ，日付，金額を入力
し（【００２６】），
　ポイントセンタ５は，集計した伝票Ｎｏ，日時，金額をＰＯＳセンタ４に
問い合わせ（【００２８】），
　ＰＯＳセンタ４は，当該伝票Ｎｏ，日時が売上テーブル４２に登録されて
いると，ポイント累積可をポイントセンタ５に通知し（【００２８】），
　ポイントセンタ５は，ＰＯＳセンタ４に確認して売上テーブル４２に登録
されていたときに顧客のポイントを累積する（【００３０】），
　ポイントシステム。」
　
第５　対比・判断
　
１．本願発明１について
　
（１）対比
　
　本願発明１と引用文献１発明とを対比すると，次のことがいえる。
　
・引用文献１発明の「携帯電話」は，「入力された馬券情報と，アプリケー
ションを取得した際に受信したダウンロード番号と，携帯識別番号を含んだ
２次元バーコード」を，画面に表示する。
　２次元バーコードに含まれる「馬券情報」は，本願発明１の「投票者の投
票内容を表す投票情報」に相当する。
　上記「２次元バーコード」は，本願発明１の「投票者の投票内容を表す投



票情報」を含む情報を示す「識別コード」に対応する。
　したがって，引用文献１発明の，馬券情報を含む２次元バーコードを表示
する携帯電話１と，本願発明１の「投票者を識別する識別情報と，前記投票
者の投票内容を表す投票情報とを含む情報を示す識別コードを表示する携帯
端末」は，「投票者の投票内容を表す投票情報を含む情報を示す識別コード
を表示する携帯端末」の点で共通する。
　
・引用文献１発明の「発券端末」は，本願発明１の「投票装置」に相当す
る。
　
・引用文献１発明の発券端末２は，「携帯電話１の画面に２次元バーコード
を表示するように促す画面と共に，その２次元バーコードを読取部４に向け
てかざすように促す旨の案内を配したバーコード入力画面を表示操作部３に
表示」して，「読取部４にかざされた２次元バーコードのイメージデータを
読取」る。
　したがって，引用文献１発明の「読取部４」は，携帯電話１の画面に表示
された２次元バーコードのイメージデータを読み取るものであり，本願発明
１の「前記携帯端末に表示されている前記識別コードを読み取るコード読取
部」に相当する。
　
・引用文献１発明は，発券端末２が，読み取った「２次元バーコードのイ
メージデータ」を決済サーバ２０に送信し，決済サーバ２０が，その「２次
元バーコード」（識別コード）から「馬券情報」（投票情報）を取得する。
　したがって，発券端末２には，「２次元バーコード」から「馬券情報」を
取得して格納する機能はなく，本願発明１の「読み取った前記識別コードに
基づき前記識別情報及び前記投票情報を取得して，前記投票受付情報格納部
に格納させる投票情報取得部」を有していない。
　
・引用文献１発明の「端末記憶部６」は，「２次元バーコードのイメージ
データ」（識別コード）を記憶するものであり，この「２次元バーコードの
イメージデータ」から取得された「馬券情報」（投票情報）を記憶していな
いが，「２次元バーコードのイメージデータ」（識別コード）も，「馬券情
報」（投票情報）も，発券端末が携帯電話から受け付けた「投票受付情報」
である点では共通する。
　したがって，引用文献１発明の「端末記憶部６」と，本願発明１の「前記
識別情報及び前記投票情報を格納する投票受付情報格納部」は，「投票受付
情報を格納する投票受付情報格納部」の点で共通する。
　
・引用文献１発明の発券端末２は，「２次元バーコードのイメージデータを
付した携帯馬券購入情報を決済サーバ２０に送信」する。
　この，送信のための手段と，本願発明１の「前記識別情報及び前記投票情
報を送信する投票情報送信部」は，「前記投票受付情報を送信する送信部」
の点で共通する。
　
・引用文献１発明の「発券端末２」は，「投票場に設置されて勝馬投票券を
発券する他，的中した勝馬投票券を挿入させることによって，その勝馬投票
券の配当金の払戻しを行う機能を有」することから，「投票券を発券する発
券部」を備えるものの，その発券は，「前記投票情報に基づく投票券の発券
実行通知を受信すると前記投票受付情報格納部に格納されている前記投票情
報に基づ」くものではない。
　したがって，引用文献１発明の勝馬投票券を発券する手段と，本願発明１
の「前記投票情報に基づく投票券の発券実行通知を受信すると前記投票受付
情報格納部に格納されている前記投票情報に基づき前記投票券を発券する発
券部」は，「投票券を発券する発券部」の点で共通する。
　
・引用文献１発明の「決済サーバ２０」は，「馬券情報，ダウンロード番
号，携帯識別番号を関連づけるようにしてデータベース２２に格納」するこ



とで投票を管理するといえるから，本願発明１の「投票管理サーバ」に相当
する。
　
・引用文献１発明の「決済サーバ２０」は，発券端末２から送信された２次
元バーコードのイメージデータを受信する手段を有する。
　この手段と，本願発明１の「前記投票装置から送信された前記識別情報及
び前記投票情報を受け付ける投票情報受付部」は，「前記投票装置から送信
された前記投票受付情報を受け付ける投票受付情報受付部」の点で共通す
る。
　
　・引用文献１発明の「決済サーバ２０」は，「馬券情報，ダウンロード番
号，携帯識別番号を関連づけるようにしてデータベース２２に格納」する。
　この「データベース２２」と，本願発明１の「受け付けた前記識別情報ご
とに前記投票情報を格納する投票情報格納部」は，「前記投票情報を格納す
る投票情報格納部」の点で共通する。
　
・引用文献１発明の「投票処理システム」は，本願発明１の「投票システ
ム」に相当する。
　
　したがって，本願発明１と引用文献１発明との間には，次の一致点，相違
点があるといえる。
　
＜一致点＞
「投票者の投票内容を表す投票情報を含む情報を示す識別コードを表示する
携帯端末と，
　投票受付情報を格納する投票受付情報格納部と，前記携帯端末に表示され
ている前記識別コードを読み取るコード読取部と，前記投票受付情報を送信
する送信部と，投票券を発券する発券部とを有する投票装置と，
　前記投票装置から送信された前記投票受付情報を受け付ける投票受付情報
受付部と，前記投票情報を格納する投票情報格納部とを有する投票管理サー
バと，
　を備える投票システム。」
　
＜相違点１＞
　「識別コード」が，本願発明１では「投票者を識別する識別情報」を含む
のに対し，引用文献１発明では「投票者を識別する識別情報」を含まない
点。
　
＜相違点２＞
　「投票装置」が，本願発明１では「読み取った前記識別コードに基づき前
記識別情報及び前記投票情報を取得して，前記投票受付情報格納部に格納さ
せる投票情報取得部」を有するのに対し，引用文献１発明では当該投票情報
取得部を有していない点。
　
＜相違点３＞
　「投票受付情報格納部」に格納される「投票受付情報」が，本願発明１で
は，投票情報取得部が識別コードに基づいて取得した「前記識別情報及び前
記投票情報」であるのに対し，引用文献１発明では，「２次元バーコードの
イメージデータ」（識別コード）である点。
　
＜相違点４＞
　「投票受付情報を送信する送信部」が，本願発明１では，「前記識別情報
及び前記投票情報」を送信する「投票情報送信部」であるのに対し，引用文
献１発明では「２次元バーコードのイメージデータ」（識別コード）を送信
するものである点。
　



＜相違点５＞
「投票券を発券する発券部」が，本願発明１では「前記投票情報に基づく投
票券の発券実行通知を受信すると前記投票受付情報格納部に格納されている
前記投票情報に基づき前記投票券を発券する発券部」であるのに対し，引用
文献１発明では，「前記投票情報に基づく投票券の発券実行通知を受信する
と前記投票受付情報格納部に格納されている前記投票情報に基づき」発券す
るものではない点。
　
＜相違点６＞
　「前記投票装置から送信された前記投票受付情報を受け付ける投票受付情
報受付部」が，本願発明１では，「前記識別情報及び前記投票情報」を受け
付ける「投票情報受付部」であるのに対し，引用文献１発明では「２次元
バーコードのイメージデータ」（識別コード）を受け付ける点。
　
＜相違点７＞
　「前記投票情報を格納する投票情報格納部」が，本願発明１では，「受け
付けた前記識別情報ごとに前記投票情報を格納する」のに対し，引用文献１
発明では，投票者を識別する「識別情報」を格納しない点。
　
＜相違点８＞
　「投票管理サーバ」が，本願発明１では「前記投票情報格納部に前記投票
情報が格納されると前記投票券を発券させる前記発券実行通知を前記投票装
置に送信する発券実行部」を有するのに対し，引用文献１発明では上記発券
実行部を有しない点。
　
＜相違点９＞
　「投票管理サーバ」が，本願発明１では「前記投票情報格納部が格納する
前記投票情報に基づき投票金額に応じたポイント数を算出し，前記投票情報
格納部に前記識別情報ごとに前記ポイント数を格納させる金額ポイント算出
部」を有するのに対し，引用文献１発明では上記金額ポイント算出部を有し
ない点。
　
＜相違点１０＞
　本願発明１は「前記携帯端末から前記投票者の個人情報を受け付ける個人
情報受付部と，受け付けた前記個人情報に前記識別情報を対応付けて格納す
る個人情報格納部と，前記識別情報を前記携帯端末に発行する識別情報発行
部とを有する識別情報管理サーバ」を備えるのに対し，引用文献１発明は上
記識別情報管理サーバを備えない点。
　
（２）相違点についての判断
　
　上記相違点５，８について検討する。
　引用文献１発明の「２次元バーコード」は「勝馬投票券の代わり」になる
ものであり，この「２次元バーコード」で勝馬投票券を購入するための入力
操作を行った場合，勝馬投票券は発行されず，「２次元バーコード」を発券
端末２で読み取ることで払戻しが行われる。これにより，引用文献１発明
は，「顧客に払戻しを行うために紙媒体を利用することが無く，資源の無駄
を減らす」という目的を達成するものである。
　勝馬投票券の代わりに２次元バーコードを用いることで紙資源の無駄を減
らした引用文献１発明おいて，この「２次元バーコード」に基づいて勝馬投
票券を発行することは，上記目的に反する構成の変更であり，このような構
成の変更には阻害要因があるといえる。
　さらに，上記相違点５，８に係る構成は，引用文献２－６のいずれにも記
載されていない。
　したがって，引用文献１発明において，「２次元バーコード」に含まれる
馬券情報（投票情報）に基づいて勝馬投票券を発行するために，相違点



５，８に係る「前記投票情報に基づく投票券の発券実行通知を受信すると前
記投票受付情報格納部に格納されている前記投票情報に基づき前記投票券を
発券する発券部」，「前記投票情報格納部に前記投票情報が格納されると前
記投票券を発券させる前記発券実行通知を前記投票装置に送信する発券実行
部」を設けることは，当業者が容易に発明をすることができたとはいえな
い。
　よって，他の相違点について判断するまでもなく，本願発明１は，当業者
であっても，引用文献１発明，引用文献２発明及び引用文献３－６に記載さ
れた周知技術に基づいて，当業者であれば容易に発明できたものとはいえな
い。
　
２．本願発明２，３について
　
　本願発明２，３も，「前記投票情報に基づく投票券の発券実行通知を受信
すると前記投票受付情報格納部に格納されている前記投票情報に基づき前記
投票券を発券する発券部」，「前記投票情報格納部に前記投票情報が格納さ
れると前記投票券を発券させる前記発券実行通知を前記投票装置に送信する
発券実行部」と同一の構成を備えるものであるから，本願発明１と同じ理由
により，当業者であっても，引用文献１発明，引用文献２発明及び引用文献
３－６に記載された周知技術に基づいて，当業者であれば容易に発明できた
ものとはいえない。
　
第６　原査定について
　審判請求時の補正において，本願発明１－３は「前記投票情報に基づく投
票券の発券実行通知を受信すると前記投票受付情報格納部に格納されている
前記投票情報に基づき前記投票券を発券する発券部」及び「前記投票情報格
納部に前記投票情報が格納されると前記投票券を発券させる前記発券実行通
知を前記投票装置に送信する発券実行部」との事項を有するものであり，当
業者であっても，拒絶査定において引用された引用文献１発明，引用文献２
発明及び引用文献３－６に記載された周知技術に基づいて，容易に発明でき
たものとはいえない。
　したがって，原査定の理由を維持することはできない。
　
第７　むすび
　以上のとおり，原査定の理由によっては，本願を拒絶することはできな
い。
　また，他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
　よって，結論のとおり審決する。
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